新規雇用就農促進事業実施要領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 制定　令和７(2025)年４月１日栃農公第177号

第１　事業の目的
地域農業の担い手不足や高齢化が進む中、持続可能な力強い農業を実現するためには、農業で働く人材の確保が課題であり、農業に参入する機会の創出と定着を支援する必要がある。
このため、雇用就農においてインターンの実施による就農希望者と農業法人等とのマッチングを支援するとともに、短期間のチャレンジ雇用就農から正社員就農を促進し、正社員として定着するまでの切れ目ない支援により、県内の新たな雇用就農者の確保・育成を図る。

第２　事業の内容、事業実施主体等
この要領により定める事業は次のとおりとし、事業内容、事業実施主体等は別表のとおりとする。
　　１　マッチング支援事業
２　チャレンジ雇用就農促進事業（以下「チャレンジ事業」という。）
３　雇用就農定着支援事業（以下「雇用定着事業」という。）

第３　助成措置
　　　公益財団法人栃木県農業振興公社（以下「県公社」という。）は、予算の範囲内において、農業後継者育成確保基金により本事業の実施に必要な経費を事業実施主体に対して助成する。

第４　事業対象者の要件
１　事業全体
（１）新規雇用就農者
　　 ア 45歳未満で新規の雇用就農を希望し、県公社との間で、農業法人等への雇用就
農について相談を行っていること。
イ 農業法人等の代表者の３親等以内の親族でないこと。
ウ 過去に本事業の対象となっていないこと。ただし、過去に当該事業の対象となった場合でも、雇用就農者の責めに帰すべき理由による解雇でない場合又は雇用就農者の都合による離職でない場合は、この限りではない。

　（２）農業法人等
[bookmark: _Hlk202540529]ア 栃木県内に事業所があり、おおむね年間を通じて農業を営む事業体であること。
イ 新規雇用就農者の確保に向けてインターン（農業体験）やチャレンジ雇用就農（短期間の体験就業）を受け入れること。
[bookmark: _Hlk193709921]　
２　マッチング支援事業
（１）新規雇用就農者
　　　　 インターンにおいては、3日以上7日間以内の農業体験を積極的に行う意思を有していること。
（２）農業法人等
　新規雇用就農促進事業実施法人等登録申請書を公益財団法人栃木県農業振興公社理事長（以下「理事長」という。）に提出し、当該事業に取組む農業法人等として承認を受けていること。

３　チャレンジ雇用就農促進事業
雇用就農者がインターンを経て、農業法人等との間で契約社員として１か月以上３か月未満の雇用契約（以下「チャレンジ雇用契約」という。）を締結し、主に農畜産物の生産（当該農畜産物の加工・販売を含む。）に関する業務に従事する。
　　
（1） 雇用就農者
チャレンジ雇用就農促進事業の対象となる雇用就農者（以下「チャレンジ雇用就農者」という。）は、次の要件を全て満たす者とする。
ア  マッチング支援事業を活用したインターンを実施した者であること。
イ　主に農畜産物の生産（当該農畜産物の加工・販売を含む。）に従事すること
ウ　本事業の支援終了後、正社員として期間の定めのない雇用契約を締結する強い意欲を有する45歳未満の者であること。
エ　農業法人等と新たに短期間の雇用契約（以下「チャレンジ雇用契約」という。）を締結した者であること。
オ　本事業において実施する調査に事業終了後も協力すること。
カ　チャレンジ雇用就農者が外国人の場合には、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」又は「特別永住者」の在留資格を有する者であること。

　（２）農業法人等
ア  チャレンジ雇用就農促進事業終了後、正規の従業員（以下「正社員」という。）として期間の定めのない雇用契約を締結する強い意欲を有すること。
イ  OJT研修の実施などにより、積極的に人材育成に取り組むこと
ウ　チャレンジ雇用就農者に対して十分な指導を行うことのできる指導者を確保できること
エ　１週間の所定労働時間が平均35時間以上であること。なお、チャレンジ雇用と正社員としての雇用が連続しない場合は、この限りでない。
オ　以下の全ての項目について、就業規則若しくはこれに準ずるものに規定していること
（ア）労働時間が６時間を超える場合には45分以上、８時間を超える場合には１時間以上の休憩を労働時間の途中に確保すること
（イ）毎週１日以上又は４週間を通じて４日以上の休日を確保すること
カ　原則として雇用保険及び労働者災害補償保険の労働保険に加入させること 
キ　本事業において実施する調査に事業終了後も協力すること 
ク　過去３か年度以内に本事業を実施した農業法人は、当該事業のチャレンジ雇用就農者の数が２人以上の場合、当該チャレンジ雇用就農者の数の１／２以上が正社員として期間の定めのない雇用契約を締結していること。ただし、チャレンジ雇用就農者の死亡、天災その他やむを得ない事情であると理事長が認めた場合は、過去に受け入れたチャレンジ雇用就農者から除くことができるものとする。
　　　ケ　チャレンジ雇用就農者は、雇用開始日を基準として、年度あたり１農業法人につ
き３人以内とする。

　４　雇用就農定着支援事業
　（１）雇用就農者
　　　　雇用就農定着支援事業の対象となる雇用就農者は、次の要件を全て満たす者とする。
ア　チャレンジ雇用終了後、６か月以内に正社員として期間の定めのない雇用契約を締結して新たに採用された者で、雇用されてから3か月を経過していること
イ　主に農畜産物の生産（当該農畜産物の加工・販売を含む。）に関する業務に従事していること
ウ　本事業において実施する調査に事業終了後も協力すること 

第５　助成
１　マッチング支援事業
体験期間は3日以上7日以内で、助成単価１日2,000円とし、農業法人等に助成する。
２　チャレンジ雇用就農促進事業
　　　　チャレンジ雇用就農者１人当たり、14万円以内（助成単価１時間当たり500円、助成上限280時間以内）とし、農業法人等に助成する。
　　３　雇用就農定着支援事業
チャレンジ雇用就農促進事業終了後、正社員として期間の定めのない雇用契約を締
結した雇用就農者に１人当たり2万円を助成する。

第６　事業実施の手続
１　農業法人の登録及び承認
（１）新規雇用就農促進事業に取組む農業法人等は、概要（名称、所在地、連絡先、経営
[bookmark: _Hlk206424211]　内容、従業員数及び就業規則の有無等）を記載した新規雇用就農促進事業法人等登録申請書（別記様式第１号）を理事長に提出する。
（２）理事長は、前項の登録申請書に不備がない場合は、新規雇用促進事業に取り組む農
業法人等として承認する旨（別記様式第２号）を通知する。
２　農業法人等の登録変更
（1） 農業法人等は、第６の１の（１）で登録された内容に著しい変更がある場合には、
　チャレンジ雇用支援事業農業法人等登録変更届（別記様式第８号）を理事長に提出する。
（2） 理事長は、前項の登録変更届に不備がない場合は、変更届を受理し登録を変更する。

３　マッチング支援事業
（１）雇用就農希望者
　　　雇用就農希望者は、県公社との就農相談を経て、別途定める雇用就農インターン実施要領に基づき、農業体験を行う。
（２）農業法人等
　  ア　雇用就農希望者から提出された雇用就農インターン実施計画書が適正と認められた場合、理事長は農業法人等あて、雇用就農インターン決定通知書（別紙様式第１９号）を通知する
　 イ　雇用就農インターン実施計画書の内容に変更が生じた場合、雇用就農インターン受入中止・変更届（別紙様式第２０号）を理事長あて提出する。
　 ウ　雇用就農インターン終了後10日以内に、雇用就農インターン実施報告書（別紙様式第２１号）を理事長あて提出する。
　　エ　県公社は、雇用就農インターン実施報告書に基づき謝礼金（インターン日数×＠2，000円）を算出の上、謝礼金振込確認書（別紙様式第２２号）を作成し、農業法人等に通知する。農業法人等は金額を確認の上、同書に必要事項を記載、押印のうえ県公社あて提出する。

[bookmark: _Hlk195003395]　４　チャレンジ雇用就農促進事業
（１）チャレンジ雇用契約の締結
　　　農業法人等は雇用就農者からチャレンジ雇用就農を希望する旨の申し出があり、チャレンジ雇用就農促進事業を実施しようとする場合は、チャレンジ雇用契約を締結する。
（２）事業計画の申請
チャレンジ雇用就農者との間でチャレンジ雇用契約を締結した農業法人等は、チャレンジ雇用就農開始の14日前までに次に掲げる事項を記載したチャレンジ雇用就農促進事業計画（別記様式第３号）にチャレンジ雇用就農者の履歴書（参考様式１）のほか必要書類を付して、理事長に提出する。 
ア　チャレンジ雇用就農者の概要
氏名、生年月日、性別、農業法人の代表者の親族（３親等以内）に該当することの有無、当該経営体での従前の雇用契約の有無等
　　　イ　雇用労働条件
　　　　　チャレンジ雇用契約の締結日、雇用期間、賃金、休憩、休日、労働時間、業務内容等
ウ　正社員への採用状況
過去３か年度以内にチャレンジ事業の実施の有無、実施した場合、チャレンジ雇用就農者の正社員への採用実績
　　　エ　指導体制
指導者の役職・氏名、農業経験年数
　（３）事業計画の承認
　　　　理事長は、第６の３の（２）の事業計画の内容を審査し、適正と認めたときは、予算の範囲内で計画を承認（別記様式第４号）する。
　（４）実績報告
　　　　農業法人等は、チャレンジ雇用契約期間終了後、速やかにチャレンジ雇用就農促進事業実績報告（別記様式第５号）に出勤簿（参考様式２）を付して、理事長に提出する。
（５）給付の決定
　　　理事長は、第６の３の（４）の実績報告書の内容を審査し、適正と認めたときは、予算の範囲内で給付を決定（別記様式第６号）する。
（６）助成金の交付
ア　給付決定を受けた農業法人等は、チャレンジ雇用就農促進事業助成金請求書（別記様式第７号）を理事長に提出する。
イ　理事長は、前項の助成金請求書の内容に不備がない場合は、助成金を交付する。
　（７）事業計画の変更
ア　農業法人等は、第６の３の（２）の事業計画の承認後において、チャレンジ雇用契約を著しく変更するときは、チャレンジ雇用就農促進事業計画（変更）（別記様式第10号）を理事長に提出する。
イ　理事長は、前項の事業計画（変更）の内容を審査し、適正と認めたときは、予算の範囲内で計画（変更）を承認（別記様式第11号）する。
（８）チャレンジ雇用就農促進事業の中止
　　ア　農業法人等は、次に掲げる事項に該当する事態が発生した場合は、速やかに状況を把握し、チャレンジ雇用就農促進事業中止届（別記様式第12号）を理事長に提出する。
（ア）農業法人等又はチャレンジ雇用就農者にチャレンジ雇用就農促進事業の継続の意思がないと認められる場合
　　　（イ）チャレンジ雇用期間中に傷病その他、チャレンジ事業の中断又は中止がやむを得ないと認める事由が発生した場合
イ　理事長は、前項の事業中止届に不備がない場合は、事業中止届を受理し、中止までのチャレンジ雇用実績に基づく助成金を第６の３の（４）から（６）の手続きにより交付する。
　
５　雇用就農定着支援事業
（１）助成申請書の申請
雇用就農定着支援事業を受けようとする雇用就農者は、チャレンジ雇用終了後、正社員として雇用してから満３か月を経過後１年以内に、次に掲げる事項を記載した雇用就農定着支援事業助成申請書（別記様式第13号）を理事長に提出する。 
　（２）給付の決定
　　　　理事長は、第６の２の（１）により提出された助成申請書の内容を審査し、現地等にて雇用契約書等を確認の上、適正と認めたときは、予算の範囲内で給付を決定（別記様式第14号）する。
（３）助成金の交付
ア　給付決定を受けた雇用就農者は、雇用就農定着支援事業助成金請求書（別記様式第15号）を理事長に提出する。
イ　理事長は、前項の助成金請求書の内容に不備がない場合は、助成金を交付する。
（４）離職届
　　　　雇用就農者は、正社員として雇用された日から１年以内に離職した場合は、離職後１か月以内に離職届（別記様式16号）を理事長に提出する。

第７　事業実施状況の確認等
理事長は、現地等にて確認並びに農業法人等及び雇用就農者に対する聴取により把握・確認し、必要に応じ農業法人及び雇用就農者の双方に対して適切な指導・助言並びに両者の調整を行うものとする。

第８　助成金の返還
　１　理事長は、次の場合には、助成金の一部若しくは全部を返還させるものとする。
　（１）本実施要領、助成金の交付要件に違反した場合
　（２）虚偽の報告等本事業に関する不正が認められた場合
２　農業法人等及び雇用就農者は第８の１に該当した場合は、新規雇用就農促進事業助成金返還申請書（別記様式第17号）を理事長に提出するものとする。
３　理事長は第８の２により提出された返還申請書の提出を受け、返還の必要があると認めた場合は、新規雇用就農促進事業助成金返還決定書（別紙様式第18号）により、通知するものとする。

第９　関係機関との連携
理事長は、本事業の支援対象者のフォローアップ等のための情報を集約し、必要に応じて県・市町等の関係機関と情報共有し、支援の対象となった雇用就農者が定着するように丁寧にフォローするものとする。

第10　その他
この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、公社理事長が別に定める。

附則
１ この要領は、令和７(2025)年４月１日から適用する。
２ この要領は、令和7(2025)年７月28日に改正する。


別表
	事業内容
	事業実施主体
	補助率

	１　マッチング支援事業
　　インターンを実施する場合の体験費用を農業
法人等に助成する事業

２　チャレンジ雇用就農促進事業
短期間のチャレンジ雇用就農者を雇用する農業法人等に対して資金を助成する事業。

３　雇用就農定着支援事業
チャレンジ雇用就農終了後、正社員として期間の定めのない雇用契約を締結した雇用就農者に定着支援資金を助成する事業
	
農業法人等



農業法人等


雇用就農者
	
定額



定額


定額



